
-1- 

第１号議案 

 

   令和５年度北はりま消防組合一般会計補正予算（第１号） 

 

 令和５年度北はりま消防組合一般会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ３，８９０千円を増額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ２，３６６，７０９千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債の補正） 

第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

 

  令和６年２月７日提出 

北はりま消防組合          

管理者 西脇市長 片 山 象 三  

 

 



第２号議案 要旨 

 

北はりま消防組合職員の分限及び懲戒に関する条例の一部改正（要旨） 

 

１ 改正理由  

  地方公務員法の改正に伴い、６０歳を超える職員の給与の取扱いについて所要の改正を

行う必要があるため。 

 

２ 改正内容  

⑴ 降給の種類（第３条） 

   降給の種類について、降格、降号及び管理監督職勤務上限年齢制による降給を規定し

た。 

  ア 降格 

    職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更す

ること。 

  イ 降号 

    職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更すること。 

  ウ 地方公務員法第２８条の２第１項に規定する降給 

    管理監督職勤務上限年齢制による降給 

⑵ 降格の事由（第４条） 

  ア 人事評価の結果に基づき、勤務実績がよくないと認められる場合において、指導そ

の他の任命権者が定める措置を行ったにもかかわらず、よくない状態が改善されない

とき。 

  イ 医師２人において、心身の故障があると診断され、その故障のために職務の遂行に

支障があり、又はこれに堪えられないことが明らかな場合 

  ウ 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについて適格性を欠くと

認められる場合において、指導その他の任命権者が定める措置を行ったにもかかわら

ず、適格性を欠く状態が改善されないとき。 

⑶ 降号の事由（第５条） 

   人事評価の結果に基づき、勤務実績がよくないと認められる場合で、かつ、その職務

の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合 

⑷ 降給の種類に関する経過措置（附則第３項） 

  当分の間、降給の種類に給料月額の７割措置による降給を加えることとした。 

⑸ 給料月額７割措置による降給の場合の辞令交付の適用除外（附則第４項） 

   分限処分は職員に辞令を交付して行わなければならない規定について、給料月額７割



措置による降給の場合は適用除外とすることとした。 

 ⑹ その他 

   文言の整理を図った。 

 

３ 施行期日 

 公布の日から施行する。 

 

 



第３号議案 要旨  

 

北はりま消防組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正（要旨） 

 

１ 改正理由  

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、会計年度任用職員に対する勤勉手

当が支給されることから、育児休業をしている会計年度任用職員についても、同手当

の支給が可能となるよう所要の改正を行うものです。 

２ 改正内容 

⑴ 第７条第２項 

育児休業をしている職員に対する勤勉手当の支給対象から除かれていた会計年度

任用職員について、当該手当の支給が可能となるよう内容を改めた。 

⑵ 第８条 

その他文言の整理を図った。 

３ 施行期日 

  令和６年４月１日 

 

 

 



第４号議案 要旨 

 

北はりま消防組合職員の給与に関する条例等の一部改正（要旨） 

 

１ 改正理由  

  一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（令和５年法律第７３号）が

制定されたことに伴い、これに準じて所要の改正を行うため。 

 

２ 改正内容  

⑴ 北はりま消防組合職員の給与に関する条例の改正【第１条関係】 

  ア 期末手当の支給月数の引上げ（第２７条関係） 

   (ア) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 

期末手当の支給月数を年間０．０５月（１００分の５）引き上げる。 

     条例改正後の支給分として、令和５年１２月期の支給月数を０．０５月（１００

分の５）引き上げることとし、１．２月（１００分の１２０）を１．２５月（１０

０分の１２５）に改める。 

   (イ) 定年前再任用短時間勤務職員 

     期末手当の支給月数を年間０．０２５月（１００分の２．５）引き上げる。 

     上記(ア)同様、０．６７５月（１００分の６７．５）を０．７月（１００分の７０）

に改める。 

  イ 勤勉手当の支給月数の引上げ（第３０条関係） 

   (ア) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 

勤勉手当の支給月数を年間０．０５月（１００分の５）引き上げる。 

     条例改正後の支給分として、令和５年１２月期の支給月数を０．０５月（１００

分の５）引き上げることとし、１．００月（１００分の１００）を１．０５月（１

００分の１０５）に改める。 

   (イ) 定年前再任用短時間勤務職員 

     勤勉手当の支給月数を年間０．０２５月（１００分の２．５）引き上げる。 

     上記(ア)同様、０．４７５月（１００分の４７．５）を０．５月（１００分の５０）

に改める。 

  ウ 給料表の改正 

    改正後の一般職の職員の給与に関する法律別表第四 イ 公安職俸給表（一）に準

じて別表第１を改正する。 

 ⑵ 北はりま消防組合職員の給与に関する条例の改正【第２条関係】 

  ア 第２条において在宅勤務等手当を新設し、第１９条で在宅勤務等手当を支給され



る職員に対する通勤手当の減額の取扱いを追加し、第２０条の２を第２０条の３とし、

新たに第２０条の２として在宅勤務等手当の支給対象と支給単価について規定する。 

  イ 翌年度における期末手当の支給月数の按
あん

分（第２７条関係） 

   (ア) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 

     令和６年度において、第１条で改正した１２月期の期末手当の支給月数について、

６月期及び１２月期に按分するため１．２５月（１００分の１２５）を１．２２５

月（１００分の１２２．５）に改める。 

   (イ) 定年前再任用短時間勤務職員 

     上記(ア)同様、０．７月（１００分の７０）を０．６８７５月（１００分の６８．

７５）に改める。 

  ウ 翌年度における勤勉手当の支給月数の按分（第３０条関係） 

   (ア) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 

     令和６年度において、第１条で改正した１２月期の勤勉手当の支給月数について、

６月期及び１２月期に按分するため１．０５月（１００分の１０５）を１．０２５

月（１００分の１０２．５）に改める。 

   (イ) 定年前再任用短時間勤務職員 

     上記(ア)同様、０．５月（１００分の５０）を０．４８７５月（１００分の４８．

７５）に改める。 

 ⑶ 北はりま消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の改正【第３条

関係】 

   給料表の改正 

   改正後の一般職の職員の給与に関する法律別表第一 イ 行政職俸給表（一）に準じ

て別表を改正する。 

 ⑷ 北はりま消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の改正【第４条

関係】 

第１３条の２としてフルタイム会計年度任用職員及び第２１条の２としてパートタイ

ム会計年度任用職員の勤勉手当の支給に関する条文を定め、これにより第２条の会計年

度任用職員の給与の定義を整理した。 

 ⑸ 附則 

   北はりま消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正 

北はりま消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正することに伴い、北はりま消

防組合職員の特殊勤務手当に関する条文が繰り下げられることから、第１条中の文言を

整理する。 

３ 施行期日 

 ⑴ 第１条関係  公布の日（令和５年４月１日遡及適用） 



 ⑵ 第２条関係  令和６年４月１日 

 ⑶ 第３条関係  公布の日（令和５年４月１日遡及適用） 

 ⑷ 第４条関係  令和６年４月１日 

 ⑸ 附則第５項  令和６年４月１日 



第５号議案 要旨 

 

北はりま消防組合手数料条例の一部改正（要旨） 

 

１ 改正理由 

  地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令が公布され、危険物施

設等の設置許可申請に対する審査手数料の標準額が引き上げられたことから、北はりま消

防組合手数料条例において、所要の改正を行うもの 

 

２ 改正内容 

  危険物施設等の設置許可申請に対する審査手数料のうち、浮き屋根式特定屋外タンク貯

蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所について、改定された標準額に準じて引上げを行

う。 

 

３ 施行期日 

  令和６年４月１日から施行する。 



第６号議案 要旨 

 

兵庫県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増減及び規約

の一部変更について（要旨） 

 

１ 協議理由 

  丹波少年自然の家事務組合の解散に伴う兵庫県市町村職員退職手当組合からの脱退及び

識見を有する者のうちから選任された監査委員の任期を改正することに伴い、退職手当組

合規約の一部を変更する必要が生じたため。 

 

２ 協議内容 

  組合を組織する市町等から、丹波少年自然の家事務組合を削り、識見を有する者のうち

から選任された監査委員の任期を３年から４年に改めること。 

   

３ 施行期日   

令和６年４月１日 
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第７号議案 

 

   令和６年度北はりま消防組合一般会計予算 

 

 令和６年度北はりま消防組合一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，８６４，１９４千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 （債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間

及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 （地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、 

 限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 

 （一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 

３０，０００千円と定める。 

 

  令和６年２月７日提出 

北はりま消防組合          

管理者 西脇市長 片 山 象 三  

 

 


